
重要犯罪等

598人( 38%)

児童ポルノ

426人( 27%)

少年保護

育成条例違反

300人( 19%)

児童買春

128人( 8%)

その他

114人( 8%)

罪種別構成比

被害児童数１，５６６人（令和7年中）

１ 全国におけるＳＮＳに起因する事犯の被害児童数
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少年保護育成条例

違反10人(45.5%)

児童ポルノ

6人(27.1%)

児童買春

4人(18.2%)

児童福祉法違反

1人(4.6%)

１６歳未満者に対する映

像送信要求

1人(4.6%)

罪種別の被害少年数の構成比(Ｒ７)

(被害少年数２２人)

児童ポルノ

8人(44.4%)

詐欺

3人(16.6%)
少年保護育成

条例違反2人(11.0%)

私電磁的記録不

正作出・同供用

1人(5.6%)

犯罪収益法

1人(5.6%)

脅迫1人(5.6%)

16歳未満の者に対する映像

送信要求１人(5.6%)

不正アクセス

1人(5.6％)

罪種別の非行少年数の構成比(Ｒ７)

(非行少年数１８人)

警察庁統計資料より

２ 県内における少年のインターネット利用に関連する非行・福祉犯被害の状況
※ 福祉犯とは、少年の心身に影響を与え、少年の福祉を害する犯罪を指します。統計数値には、県外居住の少年を含みます。「少年」とは、２０歳未満に満たない者を指します。

ＳＮＳに起因する事犯の被害児童の状況（令和７年中）
・ ＳＮＳに起因する事犯の被害児童数は、１，５６６人で、罪種別では、児童買春及び少年保護育成条例違反
が減少傾向にある一方、重要犯罪等が増加傾向となっています。
・ 小学生の被害児童数は１６７人で、過去１０年で最多。

熊本県警察本部※ 「児童」とは、１８歳に満たない者を指します。
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※ 重要犯罪等の内訳
殺人4人、強盗1人、不同意性交等329人
不同意わいせつ185人、
略取誘拐79人

※ その他の内訳
面会要求等56人
性的姿態撮影等処罰法違反42人
児童福祉法違反16人

非行 被害

【R８年版】令和７年中における少年の犯罪
被害・非行の状況（インターネット関連）



少年のスマートフォン等の利用については、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の
整備等に関する法律及び熊本県少年保護育成条例により、以下のとおり定められています。

４ 少年を犯罪被害やトラブルから守るために

【 トピックス 】近年、不当な手段により、少年が自身の裸体をスマートフォン等で撮影
させられ、その画像をメール等で送らされる自画撮り被害が増えている現状を受け、
同条例が一部改正（平成３１年４月１日施行）され、児童ポルノ画像の要求を行った段
階で処罰の対象となりました。

○ 携帯電話会社と契約代理店の義務
携帯電話回線の新規契約時又は機種・名義変更を伴う回線契約時に、使用者が少年か
否かの確認、フィルタリングの必要性と内容の説明、フィルタリングの有効化措置
（フィルタリングソフトやＯＳの設定）

○ 保護者の責務
フィルタリング利用等によるインターネット利用の適切管理

自画撮り被害の増加などの背景により、法律・条例が改正!!

警察庁広報資料より

３ インターネットの危険な利用によって、誰でも被害者にも加害者にもなり得ます。

ＱＲコードからも
接続することができます。

熊本県警察では、ＳＮＳに起因する子供の非行や被害防止を
目的とした広報啓発用動画「ゆっぴーと学ぼう！！あんしん
ネットスクール」を制作し、熊本県警察公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネ
ルで配信していますので、家庭や学校でお役立てください。

熊本県警察ホームページ
https://www.pref.kumamoto.jp/site/police/60156.html

（安全な暮らし⇒肥後っ子サポートセンター内）

他の啓発資料もあり
ますので、QRコード
からご覧ください。

警察庁ウェブサイト

啓発資料を見ながら
お子さんと話し合っ
てみましょう！

熊本県警ウェブサイト


